
           厚生労働大臣が定める掲示事項         . 
【関東信越厚生局へ届出している施設基準施設基準】 
〈基本診療料に関するもの〉 

① 医療ＤＸ推進体制整備加算 
② 一般病棟入院基本料（地域一般入院料 3） 
③ 救急医療管理加算 
④ 診療録管理体制加算３ 
⑤ 医師事務作業補助体制加算 2 
⑥ 看護配置加算 
⑦ 看護補助加算１、（・夜間看護体制加算・看護補助体制充実加算１） 
⑧ 療養環境加算 
⑨ 重症者等療養環境特別加算 
⑩ 感染対策向上加算３（加算１医療機関：水戸医療センター）、（・連携強化加算） 
⑪ 認知症ケア加算３ 

 
〈特掲診療料に関するのも〉 

① ニコチン依存症管理料 

② がん治療連携指導料（拠点病院：土浦協同病院・水戸医療センター） 

③ 薬剤管理指導料、（・ 無菌製剤処理料） 

④ 検体検査管理加算（Ⅰ）・（Ⅱ） 

⑤ CT 撮影及び MRI 撮影 

⑥ 人工腎臓、（・ 導入期加算１・透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算） 

⑦ 下肢末梢動脈疾患指導管理加算（総合病院：土浦協同病院） 

⑧ 輸血管理料（Ⅱ）、（・輸血適正使用加算） 

⑨ 運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 

 

⑩ 呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 

⑪ 脳血管疾患等（廃用症候群）リハビリテーション料（Ⅱ） 

⑫ 医科点数表第 2 章第 10 部手術の通則の 16に掲げる手術（胃瘻造設術） 

⑬ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） ・入院ベースアップ評価料 
⑭ 入院時食事療養（Ⅰ） 

 
【医療情報取得加算】 
当院は、オンライン資格確認を導入している医療機関です。受診時に患者様の薬剤情報や
特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い医療の提供に務めています。正確な情報の
取得・活用のため、マイナ保険証の利用にご協力下さい。 



【医療 DX 推進体制整備加算】 
当院は、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等を診療に活用できる体
制を有しています。また、マイナ保険証の利用促進等、医療 DX を通じて質の高い医療を
提供できるよう取り組んでいます。今後、電子処方せんや電子カルテ情報共有サービスな
どに対応できる体制を整備していきます。 
 
【基本診療に関するもの】 
〈一般病棟入院基本料  地域一般入院料３〉  （算定期間 R6.1.1～R6.12.31） 
当病棟では患者さま 40 人に対し、概ね 1 日に 13 人以上の看護職員等と 4 人以上の 
看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次の通りです。 

 8：15～16：30 まで、 
看護職員 1 人あたりの受け持ち数は 6 人以内です。 
看護補助者 1 人あたりの受け持ち数は 20 人以内です。     

 16：30～21：00 まで 
看護職員 1 人あたりの受け持ち数は 14 人以内です。 
看護補助者 1 人あたりの受け持ち数は 40 人以内です。 

 21：00～翌 8：15 まで、 
看護職員 1 人あたりの受け持ち数は 14 人以内です。 
看護補助者 1 人あたりの受け持ち数は 40 人以内です。 

 
【個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について】 
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成 22
年 4 月 1 日より領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で
発行することと致しました。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方に
ついても、平成 22 年 4 月 1 日より、明細書を無料で発行することと致しました。 
なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、
その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行も
含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。 
 
【入院期間が１８０日を超える入院について】 
「保険医療機関及び保険医療養担当規則」において、入院期間が１８０日を超える入院患
者様（厚生労働大臣が定める状態にある場合を除く）には、入院料の一部（選定療養費）
を患者様に負担していただくこととなっています。令和６年６月より、選定療養費として
負担していただく金額は１日につき 1,628 円です。該当される患者様には予めご説明させ
ていただきます。ご不明な点につきましては、１階受付までお問い合わせください。 



【禁煙外来について】 
当院ではニコチン依存症管理料の届出を行っており、禁煙のための治療的サポートをする
禁煙外来を行っております。タバコをやめたい方、どうぞお気軽にご相談ください。 
 
【届出手術実績】（2024 年度） 

 胃瘻造設術   12 件 
 

【保険外負担に関する事項（療養の給付と直接関係ないサービス）】 
（1） 各種文書料、その他      550 円～7,700 円(税込) 
※下記以外のサービス及びご不明の点がございましたら受付にご相談ください。 
健康診断書(一般)   3,300 円 身体障害者診断書 5,500 円 
死亡診断書 5,500 円 自賠責診断書 7,700 円 
生命保険用診断書 5,500 円 領収証明書 550 円 
紙おむつ 154 円 スリッパ 110 円 
尿とりパット 33 円 コピー1 枚 33 円 
（2） 予防接種各種    1 回 2,750 円～22,000 円（税込） 
※下記以外の予防接種及び小児ワクチン等ご不明の点がございましたらご相談ください 
麻しん風しん混合ワクチン 9,350 円 A 型肝炎ワクチン 7,150 円 
肺炎球菌ワクチン 7,700 円 B 型肝炎ワクチン 6,050 円 
帯状疱疹ワクチン(不活化) 22,000 円 破傷風ワクチン 2,750 円 
（3） 特別の療養環境の提供 
   個室【 4 室／213・214・263・264 】 7,700 円(税込) 

個室【 6 室／207・208・251・252・256・257 】 5,500 円(税込) 
 
【食事療養費について】 
入院時食事療養（Ⅰ）を届出しています。 
特別管理による食事提供は管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時（夕食に
ついては 18 時以降）、適温にて提供しています。               （1 食） 

一般（下記以外） 一般（下記以外） 
490 円 

・指定難病患者等 280 円 

低所得者（オ） 低所得者Ⅱ 
・入院期間が 90 日以下 230 円 
・入院期間が 90 日以上 180 円 

該当なし 
低所得者Ⅰ 
(老齢福祉年金受給権者) 

110 円 

 


